
 

 

 

  令和８年（2026年）６月１日 

特定任期付職員（教育委員会弁護士）の採用について 

学校（園）において発生する多様な課題に対し、法律の専門的知見に基づき学校及び

教育委員会へ助言を行い、適切な対応及び未然防止を支援する「教育委員会弁護士」を、

令和８年（２０２６年）６月１日から配置します。                

 担当する業務は、下記のとおりです。 

記 

 

１ 特定任期付職員（教育委員会弁護士）が担当する業務 

（１）学校等からの業務上の法律相談対応及びこれらに附帯する業務（事故その他対応困

難な案件に際しての学校訪問及び面談同席を含む。） 

（２）訴訟等対応（指導・助言、書類作成等） 

（３）その他教育委員会支援業務（例規制定改廃、行政対象暴力、不当要求、債権の管理・

回収への指導・助言等） 

（４）職員及び関係者に対し教育委員会業務に関する法務能力等向上のための研修実施  

 

２ 任期 

  令和１１年（２０２９年）３月３１日まで 
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